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議案第３８４号 

金沢都市計画地区計画の変更（金沢市決定） 

福久町東部地区 他 10 地区 

建築基準法の改正に伴う地区計画の用途制限の変更を行う地区 11 地区 

№ 名   称 位     置 規 模 

１ 19.福久町東部地区 金沢市福久１丁目及び福久２丁目の全部 18.7ha 

２ 33.三池高柳地区 金沢市三池栄町の全部及び三池新町の一部 14.3ha 

３ 39.木曳野地区 
金沢市桂町イ、木曳野１丁目、木曳野２丁目、 

木曳野３丁目及び木曳野４丁目の各一部 
24.1ha 

４ 40.戸板第二地区 

金沢市示野町チ、戸板３丁目、戸板４丁目及び 

戸板西２丁目の全部並びに桜田町１丁目、示野町ロ、ハ 

及びト、戸板１丁目、戸板２丁目、戸板５丁目、 

戸板西１丁目、薬師堂町イ及びロ並びに若宮町チの各一部 

49.4ha 

５ 43.無量寺第二地区 
金沢市無量寺町ハ、無量寺４丁目及び無量寺５丁目の 

各一部 
19.0ha 

６ 49.金沢市粟崎町４丁目地区 金沢市粟崎町４丁目の一部 11.9ha 

７ 52.金沢港東部工業用地地区 金沢市湊３丁目、近岡町及び御供田町の各一部 12.1ha 

８ 59.イータウンかなざわ地区 金沢市磯部町、乙丸町及び高柳町の各一部 5.0ha 

９ 64.米泉町 10 丁目地区 金沢市米泉町 10 丁目の一部 10.6ha 

10 
68.金沢森本インター 

工業団地地区 
金沢市河原市町の一部 11.0ha 

11 70.福久町地区 金沢市福久町ホの一部 0.8ha 
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議案第３８４号 

１．福久町東部地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

流通業務地区 

・建築基準法別表第２（り）項第２号か

ら第４号に掲げる建築物。ただし、同表

（ぬ）項第２号に掲げる建築物に該当す

るもの及び作業場の床面積の合計が 300

㎡を超えない自動車修理工事を除く。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第２号から

第４号に掲げる建築物。ただし、同表（る）

項第２号に掲げる建築物に該当するもの及

び作業場の床面積の合計が 300 ㎡を超えな

い自動車修理工事を除く。 

 

２．三池高柳地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

沿道サービス地区Ａ 
・建築基準法別表第２（り）項第２号か

ら第４号に掲げる建築物。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第２号から

第４号に掲げる建築物。 

 

３．木曳野地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

流通業務地区 
・建築基準法別表第２（り）項に掲げる

建築物。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項に掲げる建

築物。 

 

４．戸板第二地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

拠点サービス地区Ａ 

拠点サービス地区Ｂ 

沿道サービス地区Ｂ 

住宅軽工業地区 

・建築基準法別表第２（り）項第３号及び

第４号に掲げる建築物。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第３号及び

第４号に掲げる建築物。 

 

５．無量寺第二地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

拠点サービス地区 
・建築基準法別表第２（り）項第３号及び

第４号に掲げる建築物。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第３号及び

第４号に掲げる建築物。 

住宅軽工業地区 ・建築基準法別表第２（り）項第４号に掲

げる建築物。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項４号に掲げ

る建築物。 

 

６．金沢市粟崎町４丁目地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

全域 
・建築基準法別表第２（を）項各号に掲げ

る建築物。 

・建築基準法別表第２（わ）項各号に掲げ

る建築物。 
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７．金沢港東部工業用地地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

全域 
・建築基準法別表第２（を）項各号に掲げ

る建築物。 

・建築基準法別表第２（わ）項各号に掲げ

る建築物。 

 

８．イータウンかなざわ地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

拠点サービス地区Ａ 

拠点サービス地区Ｂ 

・建築基準法別表第２（り）項第３号及び

第４号に掲げる建築物。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第３号及び

第４号に掲げる建築物。 

 

９．米泉町 10 丁目地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

沿道サービス地区Ａ 

・建築基準法別表第２（り）項第２号及び

第３号に掲げる工場。 

・建築基準法別表第２（り）項第４号に掲

げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第２号及び

第３号に掲げる工場。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第４号に掲

げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの。 

 

10．金沢森本インター工業団地地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

工業地区Ａ 

工業地区Ｂ 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第１号に掲

げる事業を営む工場及び同項第２号に掲

げるもの。 

・建築基準法別表第２（る）項第１号に掲

げる事業を営む工場及び同項第２号に掲

げるもの。 

 

11．福久町地区地区計画 

 建築物等の用途の制限（変更箇所抜粋）              朱書きは変更前 
地 区 名 現 行 改 正 

全域 

・建築基準法別表第２（り）項第３号に掲

げる工場。 

・建築基準法別表第２（り）項第４号に掲

げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第３号に掲

げる工場。 

・建築基準法別表第２（ぬ）項第４号に掲

げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 

 

 

（都市計画の決定の内容） 

  建築基準法第 48 条及び同法別表第２の改正に伴い、建築物等の用途の制限の変更を

行う。 

 

 

 

 



-5- 

議案第３８４号 
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議案第３８４号 
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議案第３８４号 
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議案第３８４号 
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議案第３８４号 
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議案第３８４号 
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議案第３８４号 
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議案第３８４号 
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議案第３８４号 
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議案第３８４号 



-16- 

議案第３８４号 
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地区計画の変更          議案第３８４号 
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計 画 図          議案第３８４号 
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計 画 図          議案第３８４号 
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計 画 図          議案第３８４号 
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計 画 図           議案第３８４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


